
総務省 





番号 制度名

総務01 5Ｇ投資促進税制の創設

総務02 過疎地域における事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置

総務03 地域データセンター整備促進税制の拡充・延長

 総務省

-103-



（参考） （参考） （参考） 目標① 目標② 目標③ 目標④

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度 累計 単年度 累計 単年度

H23 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H24 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H25 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H26 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H27 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H28 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H29 － － － ー － － － ー － － － ー － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

H30 － － － － － － － － － － － － － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

R1 － － － － － － － － － － － － － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

R2 159 － － － ▲23,475.0 － － － ▲3,028.0 － － － ー 不明 不明 － － － ー 不明 不明 － － － ー 不明 － － － ー 不明 不明 － － －

R3 209 － － － ▲21,391.0 － － － ▲2,759.0 － － － ー 不明 不明 － － － ー 不明 不明 － － － ー 不明 － － － ー 不明 不明 － － －

R4 309 － － － ▲20,837.0 － － － ▲2,688.0 － － － 約1,500 不明 不明 － － － 約54,000 不明 不明 － － － 約9,500 不明 － － － 約1,900 不明 不明 － － －

R5～
／未定 － － － － － － － － － － － － － ー － － － － － ー － － － － － － － － － － ー － － － －

将来予測

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）
【総括表】

適用実態調査
における適用
件数（法人
税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（箇所）

目標
達成度

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

実績 目標
達成度

目標値
（局） 実績 目標

達成度租特の直
接的効果

租特の直
接的効果

将来予測

「2022年度末までに約1,500箇所におけるローカル5Gの導入を支援し機
器の普及を促すことで、導入コストの低廉化・定額化をはかる」

目標値
（局）

「現行開設計画において2022年度末累計約3.5万局とされている基地局
整備を加速し、2022年度末までに約1.9万局の前倒し整備をはかる」

将来予測
将来予測 目標値

（箇所） 実績 目標
達成度租特の直

接的効果

「2022年度末までに、本税制により約1,900箇所における5G基地局の設
置に必要な鉄塔等の設備の共同利用を促進する」

「2022年度末までに、5G基地局の前倒し整備をはかるものの
うち半数である約9,500局についての光ファイバの追加整備を
支援する」

適用実態調
査における適
用額の上位
10社割合
（法人
税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 ー 区分 新設

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1総務01） （評価実施府省：総務省）

   5G投資促進税制の創設
　 （ー）

措置の内容

平成29年度時点 　ー

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後 　ー

　ー

【基本情報】
  制度名
（措置名）

　ー

過去の政策評価の実績

　5Gサービスの提供に必要となるICTインフラの早期全国展開及び円滑導入を支援することにより、多数の地域における経済活性化及び課題解決を実現するとともに、我が国経済の国際競争力強化を実現すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　Society5.0の実現に向け、21世紀の基幹インフラである5G及びこれを支える光ファイバの整備を更に促進し、5Gを活用して地域が抱える様々な社会課題の解決を図るとともに、我が国経済の国際競争力を強化するため、税制優遇
措置を新規に創設する。

　ー

【R1 総務01】-104-



【R1 総務01】
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【R1 総務01】-106-



【R1 総務01】
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【R1 総務01】-108-



【R1 総務01】
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【R1 総務01】-110-



【R1 総務01】

-111-



（参考） （参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 累計 単年度

H23 2 0 0.0% 143 不明 ▲0 － － 74.9% 不明 不明 － ▲8,034.4 － － ー 不明 不明 －
H24 不明 0 － 91 不明 ▲0 － － 82.1% 不明 不明 － ▲3,651.2 － － ー 不明 不明 －
H25 不明 不明 － 46 不明 不明 － － 79.0% 不明 不明 － ▲1,345.1 － － ー 不明 不明 －
H26 不明 3 － 3 不明 ▲191.6 － － － 不明 不明 － ▲99.2 － － ー 3 不明 －
H27 不明 4 － 4 不明 ▲33.2 － － － 不明 ▲17.4 － ▲17.4 － － ー 4 不明 －
H28 1 8 800.0% 8 ▲63.9 ▲308.8 483.5% － － 不明 ▲157.2 － ▲157.2 － 1 ー 8 不明 －
H29 1 3 300.0% 3 ▲63.9 ▲182.1 285.0% － － 不明 ▲92.3 － ▲92.3 － 1 3 3 不明 －
H30 1 5 500.0% － ▲63.9 ▲173.0 270.8% － － 不明 ▲89.0 － － － 1 8 5 不明 －
R1 5 － － － ▲219.9 － － － － ▲112.8 － － － 3 5 ー － － －
R2 4 － － － ▲191.1 － － － － ▲98.0 － － － 4 4 ー － － －
R3 － － － － － － － － － － － － － － － ー － － －
R4 － － － － － － － － － － － － － － － ー － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － － － － ー － － －

【総括表】

適用実態調
査における適
用件数（法
人税・件）

適用実態調査にお
ける適用額の上位
10社割合（法人
税（一定の都市開
発地区内への買換
えを含む）・％）

適用実態調査に
おける租税特別措
置ごとの影響額
（地方法人二税・
地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

目標値
（件）

目標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

租税特別措置等の適用実態

将来予測

適用実態調査
における適用
額の上位10社
割合（法人
税・％）

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万

円）

「過疎地域への企業誘致等を図る中で産業の振興を図るとともに、就業機会の
拡大や所得水準の向上を図る（測定指標：令和2年度の間に過疎地域にお
ける本特例を活用した企業立地件数4件以上）」

実績

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 S45 区分 延長

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1総務02） （評価実施府省：総務省）

　過疎地域における事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置
　（特定の資産の買換えの場合等の課税の特例（過疎地域の外から内への買換え））

措置の内容

平成29年度時点  　過疎地域の外にある事業用の土地等、建物等（譲渡資産）の譲渡をし、過疎地域内にある土地等、建物等及び機械装置等（買換資産）の取得等をした場合には、その買換資産につき、譲渡益の額の80％の範囲内で圧縮記帳による
課税の繰延べができる。また、特別勘定を設定した場合及び本制度の対象となる譲渡資産を交換した場合についても課税の繰延べができる。

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　従前どおり

【基本情報】
   制度名
（措置名）

　措法第65条の7、第65条の8、第65条の9、第68条の78、第68条の79、第68条の80

過去の政策評価の実績

　過疎地域内に企業を誘致し、過疎地域における産業の振興を図るとともに、就業機会の拡大や所得水準の向上を図ること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　措置の適用期限を令和3年3月31日まで1年間延長する。

　H22総務02、H25総務02、H28総務02

【R1 総務02】-112-



【R1 総務02】
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【R1 総務02】-114-



【R1 総務02】
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【R1 総務02】-116-



【R1 総務02】
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【R1 総務02】-118-



【R1 総務02】
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【R1 総務02】-120-



【R1 総務02】
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38.7%

54.8%

6.5%

【R1 総務02】-122-



【R1 総務02】
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（参考） （参考） （参考） 目標

将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績 将来予測 実績 実績÷将来予測 実績

H23 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H24 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H25 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H26 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H27 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H28 － － － － － － － － － － － － － － 57.85% － －
H29 － － － － － － － － － － － － － － － － －
H30 20 0 0.0% － ▲557.0 ▲0 0.0% － 不明 ▲0 － － － 57.75% 56.79% ー －
R1 2 － － － ▲40.9 － － － ▲17.1 － － － ー 56.24% － － －
R2 8 － － － ▲164.3 － － － ▲68.7 － － － ー 55.58% － － －
R3 9 － － － ▲186.8 － － － ▲78.1 － － － 54.90% 54.90% － － －
R4 － － － － － － － － － － － － － － － － －

R5～／
未定 － － － － － － － － － － － － 50%以下 － － － －

「平成30年度末時点での「1都3県のデータセンターのサーバールーム面積」
の全国における比率を令和3年度末までに1.89％下げる（56.79％→
54.90％）（令和11年度末までの10年間で50％以下とする）」

租税特別措置等の適用実態

適用実態調査に
おける適用額の上
位10社割合（法
人税・％）

【総括表】

適用実態調査に
おける適用件数
（法人税・件）

適用実態調査におけ
る租税特別措置ごとの
影響額（地方法人二
税・地方法人特別税・
百万円）

租特の直
接的効果

実績目標値
（％）

目標
達成度

租税特別措置等によって達成しようとする目標とその実現状況（効果）

適用件数
（法人税・件）

減収額
（法人税・百万円）

将来予測

減収額
（地方法人二税・地方法人特別税・百万円）

政策目的

法人税 法人住民税 法人事業税

関係条項

要望内容

創設年度 H30 区分 拡充・延長

   －

過去の政策評価の実績

 インターネットの利用が拡大し、トラヒックが増加している中、更にＩｏＴ時代の到来により地域において生み出されるデータの急増が見込まれているところ、情報流通の要となるデータセンターやＩＸ・ＣＤＮ関連設備の地域への整備を促進。こ
れにより地域経済を活性化するとともに、東京圏に集中しがちなトラヒックを分散してトラヒック流通の効率化や国土強靭化を実現すること。

評価対象税目
義務対象 努力義務対象

　5ＧやＩｏＴ時代を見据え、今後地域での通信が活発化していく中で、地域におけるデータ処理の核となるデータセンター等の整備を更に促進し、我が国のインターネットの持続可能性を向上させるとともに、地域経済の活性化を図るため、税制
措置の拡充・延長等を図る。
（１）現状、排他的な適用となっている助成金事業（地域特定電気通信設備共用事業）と選択的に適用可能とすること。
（２）対象設備について、現在、サーバーと同時に設置される場合にのみ対象となるルーター・スイッチ等の電気通信設備について、サーバーを設置しない場合についても対象とすること。
（３）地方税の地理的要件「首都直下型地域緊急対策区域以外の地域」を「東京圏以外」に変更すること。
（４）国税の対象設備の目的要件「近傍からの利用」、地方税の対象設備の目的要件「首都直下型地域緊急対策区域のバックアップ」を求めないこと。
（５）令和元年度末までとなっている特例措置を2年間（令和3年度末まで）延長すること。

   H29総務01

＜令和2年度税制改正要望関係＞租税特別措置等に係る政策評価の点検シート（R1総務03） （評価実施府省：総務省）

  地域データセンター整備促進税制の拡充・延長
   （－）

措置の内容

平成29年度時点    －

平成30年度税制改正以後

令和元年度税制改正以後  　従前どおり

 　特定通信・放送開発事業実施円滑化法の実施計画（地域特定電気通信設備供用事業の実施に関するものに限る。）について認定を受けたものが、情報流通円滑化設備の取得等をして、これを東京圏以外の区域内においてその法人の
事業の用に供した日を含む事業年度において、その情報流通円滑化設備の取得価額の15％相当額の特別償却ができる。

   制度名
（措置名）

【基本情報】

【R1 総務03】-124-
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5  
1 0 0

2 1 2,901 8

3 1 3,350 9

0.1845
0.369

3/4
1.4

0
(1 ) (1 ) 8,281,235

( (1 ) (1 ) (1 )) (1 )
14,788,174

( (1 ) (1 )2 (1 ) (1 )) (1 )
9,331,338

(1 ) (1 )2 (1 ) 3,807,500

2019 ( )

UPS 6  
2 0 0

2 2 284 8

3 2 308 9

0.1595
0.319

3/4
1.4

0
(1 ) (1 ) 834,167

( (1 ) (1 ) (1 )) (1 )
1,474,772

( (1 ) (1 )2 (1 ) (1 )) (1 )
1,004,320

(1 ) (1 )2 (1 ) 420,494

2 2019 ( )

9  
3 0 0

2 3 1,091 8

3 3 1,248 9

0.113
0.226

3/4
1.4

0
(1 ) (1 ) 3,387,732

( (1 ) (1 ) (1 )) (1 )
6,495,500

( (1 ) (1 )2 (1 ) (1 )) (1 )
5,027,517

(1 ) (1 )2 (1 ) 2,320,458

3 2019 ( )

15  
4 0 0

2 4 445 8

3 4 462 9

0.071
0.142

3/4
1.4

0
(1 ) (1 ) 1,447,586
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( (1 ) (1 ) (1 )) (1 )  
2,745,290  

( (1 ) (1 )2 (1 ) (1 )) (1 )  
2,355,459  

(1 ) (1 )2 (1 ) 1,106,647  

4 2019 ( )
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